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費用徴収の事務処理の流れ

労働基準監督署

未手続事業場で業務災害又
は通勤災害が発生した場合

被災労働者に保険給付を行
う一方で、都道府県労働局
労災補償担当部署に、未手
続事業場で発生した災害に
対し保険給付を行ったことを
報告

災害の発生した未手続事業場に対する労災
保険手続に関する指導の有無を確認

事業主が、災害発生前、労災保険手続に関
する指導を受けたにも関わらず手続を行って
いなかった場合には、「故意」と認定

災害の発生した未手続事業場の事業開始日を確認

事業主が、事業開始日から1年を経過してな
お労災保険手続を行っていなかった場合に
は、「重大な過失」と認定

「故意」の場合には被災労働者に支給した保
険給付額の100%を、「重大な過失」の場合には
同給付額の40％を、事業主から徴収
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